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（案） 

経 済 産 業 省 

 

番 号 

年 月 日 

 

 

経済産業大臣 殿 

 

 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 

 

 

 

電気事業法施行令第３４条（ガス事業法施行令第１２条及び熱供給事 

業法施行令第５条において準用する場合を含む。）の規定に基づくあっ 

せん及び仲裁の状況の報告 

 

 

 

電気事業法施行令（昭和４０年政令第２０６号）第３４条（ガス事業法施行

令（昭和２９年政令第６８号）第１２条及び熱供給事業法施行令（昭和４７年

政令第４２０号）第５条において準用する場合を含む。）及び電気事業法施行規

則（平成７年通商産業省令第７７号）第４７条の７（ガス事業法施行規則（昭

和４５年通商産業省令第９７号）第１７０条及び熱供給事業法施行規則（昭和

４７年通商産業省令第１４３号）第１７条において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定に基づき、令和７年度における電気事業法（昭和２９年法律第１

７０号）に基づく電力・ガス取引監視等委員会（以下「委員会」という。）のあ

っせん及び仲裁の状況について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ あっせん及び仲裁の申請件数  

  ２件 
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２ あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数 

  １件 

 

３ あっせんにより解決した事件の件数 

  ０件 

 

４ 仲裁判断をした事件の件数 

  ０件 

 

５ その他委員会の事務に関し重要な事項 

あっせん委員は、委員会の委員その他の職員のうち委員会があらかじめ

指定する者から、事件ごとに指名される（電気事業法第３５条第３項（ガス

事業法第１０７条第２項及び熱供給事業法第１９条の２第２項において読

み替えて準用する場合を含む。））。また仲裁委員は、委員会の委員その他の

職員のうち委員会があらかじめ指定する者から、当事者が合意によって選定

した者が指名される（電気事業法第３６条第３項（ガス事業法第１０７条第

４項及び熱供給事業法第１９条の２第４項において準用する場合を含む。））。

これらの規定に基づき、令和７年９月１日にあっせん委員及び仲裁委員の候

補者の指定を行った。 

また、電気事業法施行令第２８条（ガス事業法施行令第１２条及び熱供

給事業法施行令第５条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に

基づき、あっせん・仲裁委員の候補者名簿（別添１）を作成した。 

 

（委員） 

・岩船 由美子 

・武田 邦宣 

・松村 敏弘 

・村松 久美子 

（特別委員） 

・北本 佳永子 

・小林 由佳 

・林 泰弘 

・圓尾 雅則 

・丸山 絵美子 

 

 

以 上 
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＜参照条文＞ 

 

●電気事業法施行令（昭和四十年政令第二百六号） 

(あつせん及び仲裁の状況の報告) 

第三十四条 委員会は、経済産業大臣に対し、経済産業省令で定めるところに

より、あつせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。 

 

●電気事業法施行規則（平成七年通商産業省令第七十七号） 

(あっせん及び仲裁の状況の報告) 

第四十七条の七 令第三十四条の規定による報告は、国の会計年度の経過後一

月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。 

一 あっせん及び仲裁の申請件数 

二 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数 

三 あっせんにより解決した事件の件数 

四 仲裁判断をした事件の件数 

五 その他電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の事務に

関し重要な事項 

 

●ガス事業法施行令（昭和二十九年政令第六十八号） 

(電気事業法施行令の準用) 

第十二条 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三

十五条までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁に

ついて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 

（略） （略） （略） 

 

●ガス事業法施行規則（昭和四十五年通商産業省令第九十七号） 

第百七十条 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七

条の五から第四十七条の十までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び

同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲

げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

（略） （略） （略） 

第四十七条の七 令 ガス事業法施行令第十一条に
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おいて準用する令 

（略） （略） （略） 

 

 

●熱供給事業法施行令（昭和四十七年政令第四百二十号） 

(電気事業法施行令の準用) 

第五条 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三十

五条までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁

について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

（略） （略） （略） 

 

●熱供給事業法施行規則（昭和四十七年通商産業省令第百四十三号） 

(電気事業法施行規則の準用) 

第十七条 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七条

の五から第四十七条の十までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及

び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に

掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 

（略） （略） （略） 

第四十七条の四 令 熱供給事業法施行令第

五条において準用する

令 

（略） （略） （略） 
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電気事業法施行令第２８条（ガス事業法施行令第１２条及び熱供給事業法施行令第５条

において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づく名簿 

 

令和７年８月２５日現在 

１．委員 

 

氏名 経歴／現在の職業／任命日／任期満了日 

いわふね ゆみこ 

岩船 由美子 

平成５年

平成１３年 

 

平成１３年

平成２０年

平成２２年

平成２７年

令和５年 

株式会社三菱総合研究所 

東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻博士課程修了

工学博士 

株式会社住環境計画研究所 

東京大学生産技術研究所 講師 

東京大学生産技術研究所 准教授 

東京大学生産技術研究所 特任教授

東京大学生産技術研究所 教授 

現在の職業 東京大学生産技術研究所 教授 

任命日 令和６年９月１日 

任期満了日 令和９年８月３１日 

たけだ くにのぶ 

武田 邦宣 
平成５年

平成７年 

平成１０年

平成１０年

平成１１年

平成１４年

平成２６年

令和５年 

令和７年 

神戸大学法学部卒業 

神戸大学大学院法学研究科修士課程修了 

神戸大学大学院法学研究科後期課程単位取得退学

神戸市外国語大学 専任講師、助教授 

神戸大学博士（法学） 

大阪大学大学院法学研究科 助教授、准教授

大阪大学大学院法学研究科 教授 

大阪大学大学院法学研究科・法学部長、教授 

大阪大学 理事・副学長 

現在の職業 大阪大学 理事・副学長 

任命日 令和６年９月１日 

任期満了日 令和９年８月３１日 

別添 
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氏名 経歴／現在の職業／任命日／任期満了日 

まつむら としひろ 

松村 敏弘 

平成６年 

 

平成８年

平成１１年

平成２０年 

東京大学大学院経済学研究科 第２種博士課程修了

大阪大学社会経済研究所 助手 

東京工業大学大学院社会理工学研究科専攻 助教授

東京大学社会科学研究所 助教授 

東京大学社会科学研究所 教授 

現在の職業 東京大学社会科学研究所 教授 

任命日 令和６年９月１日 

任期満了日 令和９年８月３１日 

むらまつ くみこ 

村松 久美子 

平成３年 

 

平成１２年

平成１８年 

横浜市立大学商学部経営学科卒業

青山監査法人入社 

中央青山監査法人入社

あらた監査法人入社 

（現 PwC Japan 有限責任監査法人） 

現在の職業 PwC Japan 有限責任監査法人 パートナー 公認会計士 

任命日 令和６年９月１日 

任期満了日 令和９年８月３１日 
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２．特別委員 

氏名 経歴／現在の職業／任命日／任期満了日 

きたもと かえこ 

北本 佳永子 
昭和６３年

昭和６３年

平成５年 

 

平成２１年

令和元年 

 

令和５年 

 

 

令和７年 

東北大学経済学部卒業 

サッポロビール株式会社入社 

太田昭和監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）

入所 

新日本有限責任監査法人 パートナー 

ＥＹ新日本有限責任監査法人 常務理事 パートナー公

認会計士 

ダイキン工業株式会社社外監査役 

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締

役 

株式会社荏原製作所 独立社外取締役 監査委員会委員 

現在の職業 公認会計士 

ダイキン工業株式会社社外監査役 

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締

役 

株式会社荏原製作所 独立社外取締役 監査委員会委員 

任命日 令和６年９月１日 

任期満了日 令和８年８月３１日 
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氏名 経歴／現在の職業／任命日／任期満了日 

こばやし ゆか 

小林 由佳 

平成１０年

平成１４年

平成１８年

平成１８年

平成２２年

令和２年 

東京女子大学 現代文化学部卒業

朝日監査法人 

公認会計士登録 

あずさ監査法人 シニア 

有限責任あずさ監査法人 マネジャー 

有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー 

現在の職業 有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー 

任命日 令和７年９月１日 

任期満了日 令和９年８月３１日 

はやし やすひろ 

林 泰弘 

平成元年 

平成３年  

平成６年 

平成６年 

平成９年 

平成１２年 

平成２１年 

平成２１年 

平成２６年 

令和４年 

早稲田大学理工学部電気工学科卒業 

早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了 

早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程修了

茨城大学工学部システム工学科 助手 

茨城大学工学部システム工学科 講師 

福井大学工学部電気・電子工学科 助教授 

早稲田大学大学院先進理工学研究科電気・情報生命専攻

教授 

先進グリッド技術研究所 所長 

スマート社会技術融合研究機構 機構長 

スマート社会技術融合研究機構 機構会長 

カーボンニュートラル社会研究教育センター(WCANS) 所

長 

現在の職業 早稲田大学大学院先進理工学研究科 教授

先進グリッド技術研究所 所長 

スマート社会技術融合研究機構 機構会長 

カーボンニュートラル社会研究教育センター(WCANS) 所

長 

任命日 令和７年９月１日 

任期満了日 令和９年８月３１日 
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氏名 経歴／現在の職業／任命日／任期満了日 

まるお まさのり 

圓尾 雅則 

平成３年

平成３年 

平成１２年

平成１９年

平成２０年

平成２３年 

慶應義塾大学大学院理工学研究科修了

株式会社大和総研 

ドイツ証券株式会社 

リーマン・ブラザーズ証券株式会社 

バークレイズ・キャピタル証券株式会社 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

現在の職業 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 マネージング・ディレクタ

ー 

任命日 令和６年９月１日 

任期満了日 令和８年８月３１日 

まるやま えみこ 

丸山 絵美子 

平成５年 

平成５年  

平成１１年

平成１７年

平成１９年

平成３０年 

東北大学法学部卒業 

東北大学法学部 助手 

専修大学法学部 専任講師、助教授 

筑波大学ビジネス科学研究科 准教授

名古屋大学大学院法学部 教授 

慶應義塾大学法学部 教授 

現在の職業 慶應義塾大学法学部 教授 

任命日 令和６年５月１日 

任期満了日 令和８年４月３１日 
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